
日高市民憲章
平成元年10月22日制定

奥武蔵の豊かな自然に恵まれ、

先人の築いた伝統ある文化の息づく日高市。

わたしたちは、このまちに生きることを誇りとし、

心をひとつにして、ふるさと「日高市」を築くため、

全市民共同の誓いとして、ここに市民憲章を定めます。

１　いこいある　緑と清流を　愛します
１　ゆとりある　心と体を　つくります
１　活気ある　まちづくりを　めざします
１　歴史ある　文化のかおりを　高めます
１　笑顔ある　ふれあいの輪を　広げます



ふれあい清流文化都市宣言

日高クリーン宣言

カワセミが飛ぶ清流のまち

さわやかな緑のまち

伝統ある文化の香り高いまち

人にやさしいふれあいに満ちたまち

<趣旨>

　私たちの日高市をより暮らしやすく美しいまちにするため、一人ひとりが絶えず環境美

化について意識を持つことが必要です。そこで、清潔で暮らしやすい環境を創るため、日

高クリーン宣言をするものです。

　　　　　 きれいなまち日高、住みよい日高は一人ひとりの心がけ。

　　　　　 みどり豊かな環境を、みんなの力で守りましょう。

　　　　　 いま、ここに日高クリーン宣言をします。

都市宣言

日高市は、市民とともに人と人との
出会いを大切にし助け合いながら、
心に潤いと安らぎを与える
ふるさとづくりをめざし、
ここに「ふれあい清流文化都市」を
宣言します。

1　みんなで協力し自然があふれる日高市にしよう
1　自分のゴミは、自分で持って帰ります
1　カワセミが、ずっと日高市に残るようにしよう

1　ポイすてしても大丈夫と思う気持ちを捨てましょう
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